様式10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）
政策連動資金（脱炭素（カーボンニュートラル）促進融資）対象設備等確認（申請）書

年　　月　　日　
取扱金融機関　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当する確認機関を○で囲んでください。）

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室長　殿
法人名又は商号
代　　表　　者

所　　在　　地

電　話　番　号

政策連動資金（脱炭素（カーボンニュートラル）促進融資）の対象者として、確認を受けたいので申請します。

１　導入する省エネ設備等の種類（該当する番号を○で囲んでください。）

（１）ボイラー、加熱設備、熱交換器、ポンプ、コンプレッサーその他の生産設備

（２）冷凍庫、ショーケースその他の業務用設備

（３）空気調和設備、給湯設備、換気設備、照明その他の建築設備

（４）変圧器、進相コンデンサーその他の受変電設備、エネルギー管理システム
（５）コージェネレーション設備

（６）複層ガラス、遮光フィルムその他の空調負荷低減を目的とした建築物外皮

（７）神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則第１条第１項に掲げる再生可能エネルギー等を活用した熱供給のための設備
（８）省エネルギー診断（脱炭素戦略本部室が指定したものに限る）により提案のあった上記以外の設備
２　導入する設備について 
	団体名（メーカー）
	

	製品名（製品愛称）
	

	型番（機種名）
	

	導入場所
	


※　導入する省エネ設備等のカタログを添付してください。

３　融資対象要件
（１）環境省LD-Tech認証製品
（２）省エネ法に基づくトップランナー制度における、省エネ基準達成率が100パーセント以上の設備
（３）経済産業省資源エネルギー庁「省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」の補助対象設備
（４）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たす設備

（５）その他ＣＯ2の削減効果が相当程度見込まれる製品・設備で、省エネルギー診断により提案があった設備
（注）（１）から（５）のいずれかの要件を満たしている必要があります。
（１）から（３）に該当することが参考様式「チェックリスト」に記載のHPにより確認できる場合は、取扱金融
機関によりその旨確認を受ける必要があります。
（２）に該当することが見込まれる設備であって、参考様式「チェックリスト」に記載のHPに掲載がない場合又
は（４）に該当する場合は、脱炭素戦略本部室の確認を受ける必要があります。
（５）の場合は、参考様式「チェックリスト」に記載の脱炭素戦略本部室が指定する省エネルギー診断を受診し、
専門家より提案を受けた設備であることについて脱炭素戦略本部室の確認を受ける必要があります。
取扱金融機関又は神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室記入欄
確認年月日　　　　　　年　　　月　　　日

上記の者の、本融資の要件への該当有無を以下のとおり確認しました。

	確認機関
	

	担当者氏名
	

	確認結果
	該当　　　　　・　　　　　非該当

	理由
	


